
被災住宅の応急修理制度とは・・・
日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家
に引き続き住むことを目的としたものです。
なお、被災後概ね１カ月以内に応急修理を完了する必要がありますの

で、お早めにお問合せください。

被災した住宅を修理する場合

最大５９５，０００円が支給されます
※準半壊（一部損壊）の場合は最大30万円

対象者となる方は・・・

住宅の被害が大規模半壊 、 半壊 、準半壊（㇐部損壊）
※全壊であっても修理すれば居住することが可能な場合は対象とすることができます。
※一部損壊10％未満の方は対象となりません。

対象となる工事は・・・

原則、修理の着手前に申請したものが対象です。

対象は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配

線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要な部分です。

家電製品や災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や畳など内装に関す

るものの交換は対象外です。

お問い合わせは高山市役所都市政策部建築住宅課まで
TEL 0577-35-3176

手続きの流れ・方法については裏面をご覧ください



指定業者

手続きの流れ

申 込 者
（被災された方）

２ 申し込み、審査

相談窓口
（高山市）

応急修理申込書の提出

３ 修理依頼

申 込 者
（被災された方）

相談窓口
（高山市）

修理依頼書を交付

応急修理決定通知書を交付

修理日程の調整

応急修理の実施

指定業者

４ 工事完了・支払い

申 込 者
（被災された方）

相談窓口
（高山市）

工事完了報告書の
作成・提示

内容確認・署名

署名入り完了報告書・
工事写真（施工前、
施工中、施工後）・
請求書の提出

応急修理代金の支払い

※災害発生の日から
１か月以内

１ 事前準備（相談）

申 込 者
（被災された方）

相談窓口
（高山市）

申請書類の入手、り災証明書の申請

指定業者

業者の選定
見積書の作成依頼

見積書作成・提示
（２部）

申請書類・指定業者リスト配布、り災証明書の発行

・様式第１号 住宅応急修理申込書
・住民票
・り災証明書の写
・様式第２号 資力に関する申出書（半壊、準半壊の場合）
・様式第３号 住宅応急修理見積書（２部）※署名必要
・施工前の被害状況が分かる写真
・様式第８号 所有者の同意書（借家の場合）
〈修理依頼する事業者が指定業者リストにない場合〉
・様式第４号 住宅の応急修理指定業者願書

写真、修理見積書
の審査

請書を徴収

自己負担分や
限度額を超え
る部分は、
別途契約必要


